


○退職一時金：被共済者（加入従業員）が退職されたとき、退職一時金をお支払いします。
○遺族一時金：被共済者（加入従業員）が死亡されたとき、退職一時金に加入口数1口あ

たり1,000円を加えた遺族一時金をご遺族にお支払いします。

○退 職 年 金：被共済者（加入従業員）が加入期間10年以上で退職されたとき、退職年
金を10年間お支払いします｡

　　　　　　　年4回（2月、5月、8月、11月の各1日）それまでの3カ月分をまとめてお支払いします。
　　　　　　　※ただし、初回の支払時等は年金の開始日によっては、3カ月分に満たない場合があります。
　　　　　　　年金月額10,000円未満の場合は年金にかえて一時金でのお受取りとなります。
○解約手当金：やむを得ず途中で契約を解約された場合、解約手当金（退職一時金と同

額）を被共済者（加入従業員）にお支払いします。
※給付金のお支払いは、加入従業員名義の口座（国内金融機関に限る）への振込となります。


